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 私は、甲良町政が直面する課題をど

のように捉え、何を中心に置きながら

施策の展開を進めなければならない

のか、幾つかの指標から判断しまし

た。 

何よりも、くらしに 

寄りそった予算を 
１つは、一般的に町政の信頼回復を野

瀬町長の所信表明でも掲げています。

法の遵守、コンプライアンスはもちろ

んのことですが、何よりも町民の暮ら

しに寄り添った施策をさまざまな困

難があってもメーンに置くことが求

められています。 

 具体的には、介護保険料の軽減や子

育てにかかわる経済的な負担の軽減、

保育料、修学旅行、学校給食費、高校、

大学生への奨学金など、従来路線から

大きく飛躍して町民へのアピール

を強調する必要があると考えま

す。少なくともその方向に一歩で

も進む姿勢を具体的な施策で示さ

なければなりません。包括的家庭

支援と称する取り組みの内容も推

進体制も具体化させることを求め

ます。また、乳児へのおむつ宅配

と見守りなどは前進面とみること

ができます。 

南部工業団地計画は 

根本的見直しを 

…人口減少対策に 

ならず… 
 一方、北川町政時代に計画され

た南部工業団地計画を引き継ぐと

したことは、野瀬町政がめざす中

心点がどこにあるのか、疑問に思

うところです。むしろ計画を根本

 ２つ目は、深刻な税等の滞納問題で

す。さきに述べた課題とも密接に関連

すると思います。つまり、同和対策事

業の中心的な事業における負の遺産に

どう向き合い、解決策に乗り出すかに

かかっていると考えます。これは国保

加入者の枠で見ても、１００万以下の

所得の世帯が７割を占める現状をリア

ルに受けとめねばなりません。生活保

護基準と同等あるいはそれ以下という

所得によって暮らしておられる方々が

町内には膨大に存在するということで

す。 

貧困と格差の是正を 

この現実は、貧困と格差の深刻さだ

けではなく、我が町やその他の自治体

で取り組まれてきた同和対策事業の主

眼の１つ、貧困からの脱出に焦点が据

えられていなかったのかが問われてい

る問題だと考えます。少なくとも我が

町ではそのひずみ、歪みを克服する課

題を町政にしっかりと位置づける必要

があります。 

その第一歩は、同和対策事業特別事

業の根本的総括を行い教訓と反省を、

勇気を持って導き出すことが求められ

から見直すことをしなければ暮ら

し、子育ての支援充実の施策との

整合性がとれないと考えます。ま

た、人口減少対策とは直接つなが

らないものです。また、地形上、

地質上、大変困難な課題を抱え、

そのハードルを乗り越えるには町

政の力、財政も含めて集中しなけ

ればなりません。その上、西明寺

の住職さんも指摘する自然環境保

護、歴史的・文化的地域資源保全

の観点を最も重視しなくてはなり

ません。 

 防災センター建設中止も建物・

土木工事優先から町民の暮らし、

子育て、医療、介護、教育、農業、

中小企業者応援優先への転換でこ

そ、その決断が生きるのであり、

町民に受け入れられるものだと考

えます。南部工業団地整備計画を

このまま続けていけば、近い将来

困難な負担を背負うことになるこ

とが予想されます。 

30 年度の事業計画を裏付ける一般会計予算をはじめ、介護保険会計など特

別会計予算を決める 3 月定例会での西澤議員の討論を紹介します。 



 

 

 

 

 

 

ているのではないでしょうか。 

「部落差別解消推進法」

は「差別解消」に逆行 
 ここで私が強調しているのは、部

落差別解消推進法に基づく取り組

みを実行せよと求めているのでは

決してありません。同法は２００２

年３月、政府がこれ以上特別対策を

行うことは問題の解決に有効とは

言えないとして対策事業を終結さ

せたことに反するものであります。

そして、差別というものが部落外の

者は全て持っているという前提に、

人間の意識だけを問題にして内心

の理由を脅かす危険をはらんでい

ることを指摘しなければなりませ

ん。行政の主体性を壊し、住民の中

に分断と対立を持ち込み、住民自治

をも危うくするものでありました。

現に、甲良町政は多大な費用と混乱

をこうむりました。町政はこの轍を二

度と踏んではならないと考えるもの

であります。 

憲法の人権擁護を町行政に 

 ３つ目は、先ほども述べた同和対策

特別事業による歪みに対する公平公

正な後始末を進めること。何よりもそ

れは憲法第２５条国民の生存権、国の

社会保障的義務を中心として１０条

から２９条にわたる豊かな人権規定

を町行政に生かすことが重要です。予

算の概要の中に衰退しつつある活動

組織として町が認識しているように、

高齢化とともにせせらぎ遊園のまち

づくりがかえって町民の肩に重くの

しかかって古いしきたり等とも相ま

って若者の町外流出を招いたことが

十分考えられます。ですから、せせら

ぎ遊園のまちづくりの根本的総括を

も求められていることを提起してお

きたいと思います。 

 この視点から見ても、小さな拠

点づくり推進事業も、せっかくの

２，１６０万円も投入するものに

もかかわらず、従来路線からの変

わりがなく、町全体のつながりを

つくるものにはなっていないと

考えます。大多数の町民は計画の

蚊帳の外に置かれています。 

 この個々の取り組みをつなぐ

ことが大事です。そういった中で

も町民の前向きな取り組みは、

個々に努力を積み重ねられてい

ます。限定的でありますが、例え

ば子ども食堂の試みです。この取

り組みに対して運営の担い手づ

くりや資金運営の面、住民の自主

的取り組みをサポートし、育てる

観点で検討を始めてほしいと思

います。また、学校給食をおいし

く食育と町内生産者との交友、地

産地消を推進するため、町独自のセ

ンター復活を視野に入れた検討委員

会の設置を改めて求めたいと思いま

す。 

 以上、大変絞った課題について述

べましたが、これら町政が立ち向か

うべき中心点を提起し、反対討論と

いたします。 

 


